
「鳥羽市国民保護協議会」議事録(案) 
 

会議名    「第3回 鳥羽市国民保護協議会」 

 

開催日時   平成19年2月6日（火）10 時30 分から11 時45 分まで 

 

開催場所   鳥羽市民文化会館中会議室 

出席者 

  会  長  市長 

出席委員  鳥羽海上保安部長、鳥羽警察署長、伊勢県民センター所長、伊勢農林水

産商工環境事務所農村基盤室志摩基盤整備課長、鳥羽郵便局長、西日本

電信電話㈱三重支店災害対策室長、鳥羽市自治会連合会長、鳥羽市消防

団長、鳥羽市助役、鳥羽市教育長、鳥羽市消防長 

鳥羽市総務課長、鳥羽市商工観光課長、鳥羽市社会福祉事務所長、鳥羽

市建設課長、鳥羽市水道課長、鳥羽市教育委員会総務課長、 

  代理出席  陸上自衛隊第33普通科連隊重迫撃砲中隊長代理、志摩建設事務所長代理、

鳥羽商工会議所会頭代理、中部電力㈱伊勢営業所長代理、鳥羽市婦人連

絡協議会長代理 

  欠席    近畿日本鉄道㈱鳥羽駅長、鳥羽市人権擁護委員 

事務局   鳥羽市総務課防災係 2 名 

 

 

議事次第 

１ 開 会 

２ 会長（市長）あいさつ 

３ 議 事 

（１）鳥羽市国民保護計画（最終案）に対する諮問について 

（２）鳥羽市避難マニュアル（最終案）、鳥羽市国民保護計画資料編(案)について 

（３）今後のスケジュールについて 

４ その他  

５ 閉 会 

 

 

配布資料 

 ・資料１ 席次表 

・資料２ 鳥羽市国民保護計画（最終案） 

・資料３ 鳥羽市避難マニュアル（最終案） 

・資料４ 鳥羽市国民保護計画資料編（案） 

・資料５ 鳥羽市国民保護計画等作成に係わるスケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



議事摘録 

 

１ 開 会 

 

２ 会長（市長）あいさつ 

第3回鳥羽市国民保護協議会開会にあたって会長（市長）の挨拶 

 

３ 事務局からの連絡 

代理出席、欠席の紹介 

 

４ 議 事 

（１） 鳥羽市国民保護計画（最終案）に対する諮問ついて 

  ア 会長諮問 

これまで本協議会において、素案、中間案等、計画の各作成段階において、議論

をいただき、それらについて計画への反映に努めてきた。また、自主防災会長への

説明会の開催やパブリックコメントを実施するなど、市民からの意見についても広

くお聞きする機会を設け、それらの意見を踏まえた計画の作成に努めてきたところ

である。 

そうした経緯を踏まえ作成した「鳥羽市国民保護計画（中間案）」については、県

と事務的な協議を行い、今回お示している「鳥羽市国民保護計画（最終案）」を取り

まとめたところである。 

このことについて、国民保護法第 39 条第 3項の規定にもとづき、諮問する。 

  イ 事務局からの説明 

「鳥羽市国民保護計画に係る意見等について」により説明 

  ウ 協議会委員からの意見 

◎「･･･等」の表現についての解釈を明らかにされたい。 

（伊勢県民センター所長、鳥羽海上保安部長、鳥羽警察署長） 

・ 第3編 武力攻撃事態等への対処、第7章 武力攻撃災害への対処、第4

武力攻撃原子力災害及びNBC攻撃による災害への対処等、第2項 NBC攻撃

による災害への対処（P84）の文中 

（1）応急措置の実施 

「市は、NBC攻撃に対する防護、検知、除染する能力に劣るため、国、

県、県警察、海上保安部等、自衛隊等との連携の下・・・」 

（2）関係機関との連携 

「市長は、NBC攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消防機

関、県警察、海上保安部等、自衛隊、県、医療関係機関等から被害に

関する情報、関係機関の有する・・・」 

・「県警察等、警察等」 

エ 事務局の回答  

  県に確認する。 

オ 鳥羽市国民保護計画(最終案)の承認 

・「･･･等」の記述については、県と協議の上、正式版に記載することとし、国

民保護法第35条第8項「軽微な変更」の規定に該当するため、改めて協議会は

開催しない。 



・ 協議会委員全員の拍手による賛同を得て、鳥羽市国民保護計画(最終案)は承

認された。 

 

（２）鳥羽市避難マニュアル(最終案)、鳥羽市国民保護計画資料編(案)について(事務局）

  ア 鳥羽市避難マニュアル(最終案)の概要について 

鳥羽市避難マニュアル(最終案)の概要説明(事務局が、スライド(パワーポイント)

により説明)  

   ・住民避難の基本タイプと避難先への移動 

   ・不測事態への対応要領（「避難の指示」までのフロー） 

危機対策本部の設置及び職員マニュアルの作成 

   ・避難実施要領策定 

  イ 鳥羽市国民保護計画資料編(案)の概要について(事務局が、資料4 鳥羽市国民保

護計画資料編(案)により説明) 

 

（３）今後のスケジュールについて(事務局が、資料5 「鳥羽市国民保護計作成に係るス

ケジュール」により説明) 

   ・2月中旬から下旬にかけて県との正式協議 

・3月下旬議会報告 

・4月計画施行 

・4月下旬以降職員説明会開催 

 

５ その他 

【質疑、意見等特段なし】 

 

６ 閉 会 

閉会の辞 

 
 
 


